
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

公
営
企
業
管
理
規
程

◯
秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
六
・
企
業
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
七
・
企
業
局
電
気
課
）
…
…
…
…
…
46

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
　
根
津
谷
　
禮
　
蔵
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
一
号
中
「
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
号
中
「
班
長
を
」
を
「
本
局
の
班
長
を
」

に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
□
の
項
中
「
第
三
十
七
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
七
条
第

二
項
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
、
本
局
に
お
い
て
」
及
び
「
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
長
等
」
を
「
長
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
（
食
糧
費
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
方
公
所
の
長
が
不
在
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
委
任
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
、
庶
務
を
担

当
す
る
班
長
が
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
委
任
事
項
の
専
決
）

第
七
条
の
二

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
所
の
長
に
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、
第
三
条
の
表

の
総
務
班
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
庶
務
を
担
当
す
る
班
長
が
専
決
で
き

る
も
の
と
す
る
。

（
専
決
事
項
の
代
決
）

第
七
条
の
三

前
条
の
規
定
に
よ
り
専
決
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
者
が
不
在
の
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
専
決
事
項
に
つ
い
て
当
該
地
方
公
所
の
長
が
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十

号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八
　
第
五
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
ガ
ス
及
び
複
写
機
の
使
用
に
係
る
経
費

九
　
第
七
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
見
積
書
の
徴
取
を
省
略
す
る
も
の

の
経
費

第
三
十
七
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四
　
旅
費

第
三
十
七
条
第
三
項
を
削
る
。

第
四
十
九
条
第
三
項
中
「
旅
行
命
令
書
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出
伝
票
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
動
物
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か

に
」
に
改
め
る
。

第
百
十
五
条
第
一
項
中
「
年
八
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
不
足
の
」
を
「
不
足
が
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
年
八
・
二

五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
年
八
・
二

五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
現
金
に
よ
る
支
払
）

第
百
五
十
条
の
二

企
業
出
納
員
は
、
令
第
二
十
一
条
の
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
債

権
者
か
ら
現
金
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
職
印
を
押
印
し
た
支
払
証
書
を
債
権
者

に
交
付
し
、
こ
れ
と
引
換
え
に
出
納
取
扱
金
融
機
関
を
し
て
現
金
を
支
払
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
支
払
証
書
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
出
伝
票
等
（
社
会
保

険
料
、
電
気
料
金
、
水
道
料
金
等
の
納
入
告
知
書
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
当
該
支
払
証
書

１

ペ
ー
ジ

公

営

企

業

管

理

規

程



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

に
係
る
当
該
債
権
者
の
受
領
印
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
企
業
出
納
員
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
を
受
取
人
と
す
る
小
切
手
を

振
り
出
し
、
並
び
に
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
支
払
方
法
別
集
計
表
及
び
支
払
方
法
別
合
計
表
を
送

付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
支
払
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
第
一
項
中
「
隔
地
払
依
頼
書
」
の
下
に
「
、
支
払
方
法
別
集
計
表
及
び
支
払
方
法

別
合
計
表
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
二
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
）
に
対
し
」
の
下

に
「
口
座
振
替
済
通
知
書
を
」
を
加
え
、
「
口
座
振
替
通
知
書
」
を
「
口
座
振
替
依
頼
書
、
支
払
方

法
別
集
計
表
及
び
支
払
方
法
別
合
計
表
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
通
知
）
」
を
「
支
払
）
」
に
、
「
口
座
振
替
通
知
書
」
を
「
口
座
振

替
依
頼
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
前
項
」
に
、
「
口
座
振
替
通
知
書
」
を
「
口

座
振
替
依
頼
書
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
口
座
振
替
通
知
書
」
を
「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
を
し
た
と
き
は
、
企
業
出
納
員
に
対

し
口
座
振
替
済
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
（一）
の
表
８
の
項
中
「
旅
行
依
頼
の
と
き
」
及
び
「
旅
行
に
要
す
る
旅
費
の
額
」
を
削

「
請
求
書
、
旅
行
命
令
書

り
、

を
「
旅
費
計
算
書
兼
請
求
書
」
に
改
め
る
。

支
出
調
書
、
旅
行
依
頼
書
」

別
表
第
二
６
の
項
中
「
支
出
内
訳
」
の
下
に
「
、
事
実
証
明
」
を
加
え
、
「
、
事
実
証
明
」
及
び

「
事
実
証
明
は
、
請
求
書
の
余
白
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
削
り
、
同
表
９
の
項
中
「
旅
行
目

的
、
旅
行
地
、
期
間
」
、
「
請
求
書
、
」
及
び
「
事
実
証
明
は
、
請
求
書
の
余
白
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
」
を
削
り
、
同
表
11
の
項
中
「
支
出
内
訳
」
の
下
に
「
、
事
実
証
明
」
を
加
え
、
「
事
実
証

明
、
」
及
び
「
事
実
証
明
は
、
請
求
書
の
余
白
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
削
り
、
同
表
12
の
項

中
「
支
出
内
訳
」
の
下
に
「
、
検
査
証
明
又
は
事
実
証
明
」
を
加
え
、
「
、
検
査
証
明
又
は
事
実
証

明
」
及
び
「
事
実
証
明
、
検
査
証
明
は
、
請
求
書
の
余
白
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
削
り
、
同

表
13
の
項
及
び
14
の
項
中
「
支
出
内
訳
」
の
下
に
「
、
事
実
証
明
」
を
加
え
、
「
、
事
実
証
明
」
及

び
「
事
実
証
明
は
、
請
求
書
の
余
白
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
削
り
、
同
表
15
の
項
中
「
支
出

内
訳
」
の
下
に
「
、
事
実
証
明
」
を
加
え
、
「
、
事
実
証
明
」
を
削
る
。

「
─
様
式
第
　
十
三
号
　
　
─
請
求
書
　
　
　
　
　
─
第
　
三
十
九
条
　
─

別
表
第
五
中
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　

─
様
式
第
十
三
号
の
二
　
─
旅
費
内
訳
表
　
　
　
─
第
　
三
十
九
条
　
─

─
　
　
　
─
　
　

─
　
　
　
─
　
を
「
─
様
式
第
　
十
三
号
　
　
　
─
請
求
書
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
─
」

第
　
三
十
九
条
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
─
」
に
、
「
─
様
式
第
八
十
一
号
　

─
小
切
手
帳
　
　
　
　
─
第
百
四
十
九
条
　
─
第
三
節
（
支
払
）

─
　
　
　
─
」

「
─
様
式
第
八
十
一
号
　
　
─
小
切
手
帳
　
　
　
　
─
第
百
四
十
九
条
　
─
第
三
節
（
支
払
）

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
─

─
様
式
第
八
十
一
号
の
二
─
支
払
証
書
　
　
　
　
─
第
百
五
十
条
の
二
─
　
　
　
　
　
　
　
　

を
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
─

─
様
式
第
八
十
一
号
の
三
─
支
払
方
法
別
集
計
表
─
第
百
五
十
条
の
二
─
　
　
　
　
　
　
　
　

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
─

─
様
式
第
八
十
一
号
の
四
─
支
払
方
法
別
合
計
表
─
第
百
五
十
条
の
二
─
　
　
　
　
　
　
　
　

─
　
　
　
─

─
　
　
　
─

─
　
　
　
─

─
　
　
　
─
　
に
、
「
口
座
振
替
通
知
書
」
を
「
口
座
振
替
書
」
に
改
め
る
。

─
　
　
　
─

─
　
　
　
─

─
　
　
　
─
」

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
八
号
収
入
調
定
伺
（１）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

３

様
式
第
５
号
　
予
算
配
当
要
求
書
（
第
2
2
条
）

（
Ａ
４
判
）

記
号
及
び
番
号

年
　
月
　
日

予
算
配
当
請
求
書

企
業
局
長
　
様

課
所
名

次
の
と
お
り
要
求
し
ま
す
。

（
款
）

備
考
　
説
明
欄
に
は
、
今
期
配
当
要
求
額
の
積
算
の
基
礎
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。

予
　
　
　
　
　
算
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

項
目

節
細
節

細
細
節

予
　
算
　
額

円
円

円
円

円

配
当
累
計
額

執
行
済
額

残
　
　
額

配
当
要
求
額

説
　
　
明

（
単
位
：
円
）



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

４

様
式
第
６
号
　
予
算
流
用
調
書
（
第
2
4
条
）

（
Ａ
４
判
）

款

□
流
用
（
戻
入
）
を
必
要
と
す
る
理
由

□
そ
の
他
必
要
な
事
項

項
目

節
細
節

予
　
　
算
　
　
現
　
　
額

予
算
額
円

円
円

円
円

円
円

流
用
済
額

計
支
出
済
額

今
　
　
後

所
要
額

差
　
　
引

過
不
足
額

今
回
流
用

（
戻
入
）額

説
　
　
　
　
　
明

予
算
流
用
調
書

管
理
者

局
　
長

次
　
　
長

総
務
課
長

課
　
　
員

発
議
課
長

課
　
　
員

担
当
者

備
考
　
差
引
不
足
又
は
流
用
減
と
な
る
額
は
、
朱
書
き
す
る
こ
と
。

（
単
位
：
円
）

（
１
）

（
２
）

次
の
と
お
り
予
算
を
流
用
し
ま
す
。

年
度
　
　
　
　
会
計
名

起
案
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

決
裁
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

５

予備費充用伺

下記のとおり予備費を充用します。

様式第７号　予備費充用伺（第25条）

（Ａ４判）

科　　　　目 予　　算　　現　　額

今後所要額
今回充用額

□差　引□
□不足額□

備　　　　考

款

理
　
　
由

項 予算額

円 円 円 円 円

流用増減及
び充用済額 計

備考　備考欄には充用額の内訳を記載すること。

年度　　　　会計名 起案日　　　　年　　月　　日

決裁日　　　　年　　月　　日
管理者 局　長 次　長 課　長 班　長 課　員 担当者

（ ）



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

６

様式第８号　収入調定伺□（第26条）

（Ａ４判）

備考　所属年度、収入科目及び納入期限が同一の調定が２以上ある場合は、収入調定伺□を添付すること。

（１）

（２）

収入調定伺

執行番号

年　　月　　日　　　　発議

年　　月　　日　　　　決議

発　議　課　長

起案者所属職氏名　　　　　　　　　　電話（ ）

総　務　課　長

調定通知確認 企業出納員 課　　　員

課　　　員

課　　　員

年度

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

款

項

目

調　定　金　額

納入場所

納
入
義
務
者

調
定
の
根
拠

振
　
　
　
　
替
　
　
　
　
伝
　
　
　
　
票

（借方） （貸方） 企業出納員 課　　員 担 当

款

項

目

節

細節

細細節

課税区分

課税対象額 円

円税　　額

款

項

目

節

細節

細細節

課税区分

課税対象額 円

円税　　額

金　　　　額 円

出納（収納）取扱金融機関　　秋田銀行本支店　　北都銀行本支店

納入期限　　　　　年　　月　　日

課税区分

税額

円

節

細節

細細節

会計名

支出命令者 課　　員 担 当
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。
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８

様式第10号　納入通知書（第27条）

（Ａ４判）

秋田県企業局

納入通知書兼領収書

納入義務者の住所及び氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.
〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度

会計名

金　額

様

納入期限　　　　　年　　月　　日

納入場所　　　秋田銀行本支店　北都銀行本支店

上記金額を納入してください。

納入の目的

年　　月　　日

秋田県公営企業管理者

上記のとおり領収しました。

（納入者用）

領収日付印

円

秋田県企業局

領収済通知書

NO.
年　度

会計名

様

金　額

納入の目的

上記のとおり領収済につき通知します。

秋田県公営企業管理者　様

（企業局用）

円

秋田県企業局

納　入　書

NO.
年　度

会計名

様

金　額

納入の目的

（金融機関用）

領収日付印

円

代受日付印 領収日付印



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

様
式
第
十
二
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

９



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

10

様式第12号　支出負担行為伺□（第37条）

（Ａ４判）

（１）

支出負担行為伺

執行番号

決裁区分

管
　
理
　
者

年　度

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

局
　
　
　
長

年　　月　　日　　発議

年　　月　　日　　決議

会計名

款 節

項 細節

目

支 出 負 担 行 為 伺 額

消　費　税　及　び
地 方 消 費 税 額

債
　
権
　
者

契 約 方 法

見 積 根 拠

見積徴取業者

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

根拠条項

住
　
所

氏
　
名

円
予　算　残　額

円

細細節

円

次
　
　
　
長

発　議

課　長

班

長

総　務

課　長

課

員

課

員

起案者所属職氏名　　　　　　電話（ ）



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

11

支出負担行為伺□

（Ａ４判）

（２）

支出負担行為伺（資金前渡）

執行番号

年　度

支出負担行為及び資金前渡職員指定伺

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

年　　月　　日　　発議

年　　月　　日　　決議

発 議 課 長

総 務 課 長

班　長

班　長

課　員

課　員

会計名

款 節

項 細節

目

支 出 負 担 行 為 伺 額

消　費　税　及　び
地 方 消 費 税 額

資 金 前 渡 職 員 職 氏 名

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

精
　
　
算
　
　
行
　
　
為

取　扱　者
確 認 印 欄

精算予定年月日

区　　　　　　分

年　　月　　日

金　　　　　額

円

円

円

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

資 金 前 渡 支 出

精　　　　　　算

返　　　　　　納

円
予　算　残　額

円

細細節

円

起案者所属職氏名　　　　　　　　　電話（ ）
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12

□支出負担行為伺□

（Ａ４判）

（３）

支出負担行為伺（物品購入等）

執行番号

年　度

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

年　　月　　日　　発議

年　　月　　日　　決議

管理者 局　長 次　長 総務課長 課　員 審　査 発議課長 班　長 課　員 起案者

会計名

款 節

項 細節

目

負 担 行 為 伺 額 円 円

円円

円

予 　 定 　 価 　 格

予 　 算 　 残 　 額

品　　　　名

契 約 方 法

見積徴取業者

根拠条項

根拠条項

規　格　品　質 数　　量 単　　　価

円 円

金　　　額

摘
　
　
　
　
要

細細節

消　費　税　及　び
地 方 消 費 税 額

予 定 消 費 税 及 び
予定地方消費税額

所　　　属

備考　消耗品又は原料品を６品目以上購入（修繕）の場合は、品名の欄に「◯◯ほか別紙内訳のとおり」と記載し、様

式第12号の３（内訳表）を添付すること。
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13

□支出負担行為伺□

（Ａ４判）

（４）

支出負担行為伺（工事請負）

執行番号

決裁区分

管
　
理
　
者

年　度

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

局
　
　
　
長

年　　月　　日　　発議

年　　月　　日　　決議

会計名

款 節

項 細節

目

支 出 負 担 行 為 伺 額

消　費　税　及　び
地 方 消 費 税 額

契 約 方 法

見積徴取業者

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

根拠条項

根拠条項

工事の名称

工 事 箇 所

円
予　算　残　額

円

細細節

円

次
　
　
　
長

発　議

課　長

班

長

総　務

課　長

課

員

課

員

起案者所属職氏名　　　　　　電話（ ）
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14

□支出負担行為伺□

（Ａ４判）

（５）

支出負担行為変更伺

執行番号

決裁区分

管
　
理
　
者

年　度

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

局
　
　
　
長

年　　月　　日　　発議

年　　月　　日　　決議

会計名

款 節

項 細節

目

支 出 負 担 行 為 増 減 額

消　費　税　及　び
地 方 消 費 税 額

債
　
権
　
者

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

住
　
所

氏
　
名

円
予　算　残　額

円

変更前負担行為伺額
円 変更前消費税及び
変更前地方消費税額

円

細細節

円

次
　
　
　
長

発　議

課　長

班

長

総　務

課　長

課

員

課

員

起案者所属職氏名　　　　　　電話（ ）
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15

□支出負担行為及び契約締結変更伺□

（Ａ４判）

（６）

支出負担行為及び契約締結変更伺

執行番号

決裁区分

管
　
理
　
者

年　度

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

局
　
　
　
長

年　　月　　日　　発議

年　　月　　日　　決議

会計名

款 節

項 細節

目

支 出 負 担 行 為 増 減 額

消　費　税　及　び
地 方 消 費 税 額

債
　
権
　
者

契約の名称

変 更 前 契 約 金 額

消　費　税　及　び
地 方 消 費 税 額

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

住
　
所

氏
　
名

円
予　算　残　額

円

円
契　約　年　月　日 年　　　月　　　日

円
納 　 入 　 期 　 限 年　　　月　　　日

細細節

円

次
　
　
　
長

発　議

課　長

班

長

総　務

課　長

課

員

課

員

起案者所属職氏名　　　　　　電話（ ）
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16

□支出負担行為及び契約締結変更伺□

（Ａ４判）

（７）

支出負担行為及び契約締結変更伺

執行番号

決裁区分

管
　
理
　
者

年　度

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

局
　
　
　
長

年　　月　　日　　発議

年　　月　　日　　決議

会計名

款 節

項 細節

目

支 出 負 担 行 為 増 減 額

区　　　分

元 　 設 　 計 　 額

変　更　設　計　額

増　　　　　　　減

設計額と請負額との比

消 費 税 増 減 額

工 事 名 称 工 事 番 号

工 事 箇 所

債
　
権
　
者

摘
　
　
　
　
　
要

住
　
所

氏
　
名

設　　計　　金　　額 区　　　分

元 　 請 　 負 　 額

変　更　請　負　額

増　　　　　　　減

予 　 算 　 残 　 額

元　執　行　番　号

請　　負　　金　　額

円

円

円

円

円

円

円

円

細細節

円

次
　
　
　
長

発　議

課　長

班

長

総　務

課　長

課

員

課

員

起案者所属職氏名　　　　　　電話（ ）
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17

様式第12号の２　支出負担行為伺兼支出伝票□（第37条）

（Ａ４判）

備考　支払方法の欄には、小切手による支払又は口座振替による支払の別を記入すること。

支出負担行為伺兼支出伝票

命令　　　　年　　月　　日

勘　　　　　　定　　　　　　科　　　　　　目

款

項

目

節

細節

細細節

執行番号

年　　度

所 属 名

会 計 名

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

款

項

目

金　　　額 円 支 払 方 法

課 税 区 分

債
　
権
　
者

振　込　先

金融機関名

口 座 番 号

支　店　名 預 金 種 別

口座名義人

検査確認済

支 払 区 分

支出年月日　　　　　年　　月　　日

摘
　
　
　
　
要

根 拠 条 項

年　　月　　日 検査員所属

検査員職氏名 w

課税対象額 円

節

細節

細細節

住

所

氏
　
名

小切手番号

税額 円

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者

（１）
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□支出負担行為伺兼支出伝票□

（Ａ４判）

支出負担行為伺兼支出伝票

（給与関係）

命令　　　　年　　月　　日

勘　　　定　　　科　　　目　　　　　　　給料

款 節

執行番号

年　　度

所 属 名

会 計 名

項 細節

目

予　　　算　　　科　　　目

細細節

款 節

項 細節

目

金　　　額 円

金　　　額

課 税 区 分

控　除　額（振替額） 小切手番号

資金前渡職員氏名

円

円

円

円

円

口 座 振 替 額（Ａ）

現 金 支 給 額（Ｂ）

合　　　　　　　　計

支出命令額（Ａ＋Ｂ）

年　　月分の給与諸手当として、資金前渡職員に支払つてください。

年　　月　　日　　　w

課税対象額 円 税額

円

細細節

円

予　　　算　　　科　　　目

款 節

項 細節

目 細細節

勘　　　定　　　科　　　目　　　　　　　手当

款 節

項 細節

目 細細節

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者

（２）
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□支出負担行為伺兼支出伝票□

（Ａ４判）

支出負担行為伺兼支出伝票

（賃金・報酬関係）

命令　　　　年　　月　　日

勘　　　定　　　科　　　目

款 節

執行番号

年　　度

所 属 名

会 計 名

項 細節

目

予　　　算　　　科　　　目

細細節

款 節

項 細節

目

金　　　額 円

金　　　額

課 税 区 分

控　除　額（振替額） 小切手番号

債権者の住所及び氏名

円

円

円

円

円

口 座 振 替 額（Ａ）

現 金 支 給 額（Ｂ）

合　　　　　　　　計

支出命令額（Ａ＋Ｂ）

振 込 先
金融機関名

口 座 番 号

課税対象額 円 税額

円

細細節

支　店　名 預 金 種 別

口座名義人

円

予　　　算　　　科　　　目

款 節

項 細節

目 細細節

勘　　　定　　　科　　　目

款 節

項 細節

目 細細節

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者

（３）



平成15年 4月 1日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

20

□支出負担行為伺兼支出伝票□

（Ａ４判）

備考　支払方法の欄には、小切手による支払又は口座振替による支払の別を記入すること。

支出負担行為伺兼支出伝票

（旅費）

命令　　　　年　　月　　日

勘　　　　　　定　　　　　　科　　　　　　目

款

項

目

節

細節

細細節

執行番号

年　　度

所 属 名

会 計 名

予　　　　　　算　　　　　　科　　　　　　目

款

項

目

金　　　額 円 支 払 方 法

課 税 区 分

債
　
権
　
者

振　込　先

金融機関名

口 座 番 号

支　店　名 預 金 種 別

口座名義人

支 払 区 分

支出年月日　　　　　年　　月　　日

摘
　
　
　
　
　
　
　
要

根 拠 条 項

課税対象額 円

節

細節

細細節

住

所

氏
　
名

小切手番号

税額 円

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者

（４）
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様式第12号の３　内訳表（第37条）

（Ａ４判）

内　訳　表

執行番号

起　案　　　　　年　　　月　　　日　　　 所　属　名

品　　　　　名 規　格　品　質 数　　　量 単　　　価 金　　　額

円 円
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三
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請
求
書
（４）
及
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求
書
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を
次
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う
に
改
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。
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□請求書□

（Ａ４判）

旅費計算書兼概算（精算）請求書（普通）

所属名

旅行者所属
（住所）
職　名
氏　名

口　　座

用務内容

延行程数
行程

金　額

電話（ ）

職務の級

電話（ ）旅行者番号
金融機関名

預金種別　　　　　口座番号　　　　　口座名義人

円

旅行年月日
年　月　日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

請求年月日 年　　月　　日

旅行者印

年度　　　　　　　　 会計名

調
　
　
整

行
　
　
　
　
程

旅行年月日
年　月　日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

行
　
　
　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

行
　
　
　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

行
　
　
　
　
程

整理番号

（４）
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□請求書□

（Ａ４判）

旅費計算書兼概算（精算）請求書（赴任）

所属名

旅行者所属
（住所）
職　名
氏　名

口　　座

用務内容

延行程数
行程

金　額

電話（ ）

職務の級

電話（ ）旅行者番号
金融機関名

預金種別　　　　　口座番号　　　　　口座名義人

円

旅行年月日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

請求年月日 年　　月　　日

旅行者印

年度　　　　　　　　 会計名

調
　
　
整

行
　
　
　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

行
　
　
　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

行
　
　
　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

急 行 料 金

特別車両料金

加 算 額

出発地

経由地

到着地

運　　　賃　　　　　d 円

車　　　賃　　　　　d 円

バ　ス　賃　　　　　d 円

円

円

円

日　当

宿泊料

その他

円

円

円

宿泊数
日

行
　
　
　
　
程

整理番号

出頭旅費

（５）
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旅行年月日　 （曜日）
年　月　日

摘要

移動手段

出発地

経由地

到着地

宿泊数
日行

　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

出発地

経由地

到着地

宿泊数
日行

　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

出発地

経由地

到着地

宿泊数
日行

　
　
程

旅行年月日

摘要

移動手段

出発地

経由地

到着地

宿泊数
日行

　
　
程

整理番号移転旅費

着後手当

扶養親族の移転料

路　　　程

日　　　当

日

宿　泊　料

夜

合　　　計

円

d 移転料支給額 円

年齢区分
12歳以上

人

d

円

d

円

d

円 円 円 円 円 円
d

円

d

円

d

円 円 円 円 円 円
d

円

d

円

d

円 円 円 円 円 円

6歳以上12歳未満

人
６歳未満

人

運　　賃 車　　賃 バ ス 賃 加 算 額 日　　当 宿 泊 料 着後手当 そ の 他

合　　計 円
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。
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様式第15号　支出伝票（第41条）

（Ａ４判）

支出伝票

命令　　　　年　　月　　日

款

項

目

款

項

目

金　　額

課税区分

振　込　先
金融機関名

口 座 番 号

検査確認済

支払区分 根拠条項

年　　　月　　　日 検査員所属

検査員職氏名 w

支　店　名

口座名義人

預金種別

円

課税対象額

支払方法 小切手番号

税額
円 円

節

細節

細細節

節

細節

細細節

執行番号

年　　度

所属名

会計名

勘　　　定　　　科　　　目

予　　　算　　　科　　　目

備考　支払方法の欄には、小切手による支払又は口座振替による支払の別を記入すること。

債
　
権
　
者

摘
　
　
　
　
　
　
要

住
所

氏
名

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者

支出年月日　　　　　年　　月　　日
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様式第16号　振替伝票（1）（第41条）

（Ａ４判）

振　替　伝　票

起票日　　　　　年　　月　　日

振替日　　　　　年　　月　　日

款

項

目

節

細節

細細節

課 税 区 分

課税対象額

税 額

円

円

款

項

目

節

細節

細細節

課 税 区 分

課税対象額

税 額

円

円

執行番号

年度

所属名

会計名

勘　　　定　　　科　　　目

予　　　算　　　科　　　目

（借方） （貸方）

款

項

目

節

細節

細細節

予 算 残 額

金 額

円

円

款

項

目

節

細節

細細節

予 算 残 額

振替元執行番号

円

摘
　
　
　
　
要

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者
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□振替伝票（2）

（Ａ４判）

振　替　伝　票

（給与関係）

起票日　　　　　年　　月　　日

振替日　　　　　年　　月　　日

款

項

目

節

細節

款

項

目

節

細節

金額 円

款

項

執行番号

年　　度

所属名

会計名

勘　　　定　　　科　　　目

予　算　科　目

借　　　　　方 貸　　　　　方

節

金額

節

金額

円

円

節

金額

節

金額

円

円

円

款

項

目

節

細節

金額

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

内
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

目

目

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者
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□振替伝票（3）

（Ａ４判）

振　替　伝　票

起票日　　　　　年　　月　　日

振替日　　　　　年　　月　　日

款

項

目

節

細節

細細節

課 税 区 分

課税対象額

税 額

円

円

款

項

目

節

細節

細細節

課 税 区 分

課税対象額

税 額

円

円

執行番号

年度

所属名

会計名

勘　　　定　　　科　　　目

予　　　算　　　科　　　目

（借方） （貸方）

款

項

目

節

細節

細細節

予 算 残 額

金 額

円

円

款

項

目

節

細節

細細節

予 算 残 額

振替元執行番号

円

摘
　
　
　
　
要

企業出納員 班　　　長 審　　　査 取　扱　者 支出命令者 調　　　査 起　票　者

科目更正
調書確認
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様
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様式第25号　科目更正調書（第53条）

（Ａ４判）

科目更正調書

通知年月日　　　　 年　　月　　日

正　当　科　目

（執行済科目）

更正理由

総務課長 課　　　員

執 行 済 科 目

（正当科目）

金　　　　額

款

項

目

節

細節

細細節

款

項

目

節

細節

細細節

円

（注）１　科目更正に当たつては振替伝票と同時に起案し、振替伝票は科目更正調書確認欄に押印し総務課会計班へ送

（注） 付すること。

（注）２　収入の科目更正の科目記入欄は、（ ）書きによること。

課長 班長 起案者課　　　員
会 計 名

年　　度
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様式第33号　契約締結伺（1）（第73条）

（Ａ４判）

款

項

目

節

細節

細細節

円円

円

円

円

契約締結伺

執行番号

予　　　算　　　科　　　目

決裁区分

年度

契約金額

消費税及び地方消費税額

支出負担行為伺決裁額

契　約　方　法

契 約 保 証 金

契 約 年 月 日

納　入　期　限

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

予　算　残　額

納　付　額 根拠条項

契約の名称

会計名

年　　　月　　　日　　　　発議

年　　　月　　　日　　　　決議

起案者所属職氏名　　　　　 電話 （ ）

発議

課長

課

員

総務

課長

課

員

摘
　
　
　
　
　
　
　
要

管
理
者

債
権
者

住
所

氏
名

局
　
長

次
　
長
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□契約締結伺（2）

（Ａ４判）

款

項

目

節

細節

細細節

消費税及び地方消費税額

消費税及び地方消費税額

円円

円

円

円

円

円

円

契約締結伺（物品購入等）

執行番号

予　　　算　　　科　　　目

決裁区分

年度

支出負担行為伺決裁額

契約締結伺額

予　算　残　額

品　　　　　名

契　約　者

契 約 方 法

契 約 保 証 金

契約年月日 納入期限 年　　月　　日年　　月　　日

規　格　品　質 数　　量 単　　　　価 金　　　　額

納　付　額 根拠条項

会計名

年　　月　　日　　　　発議

年　　月　　日　　　　決議

管理者 局　長 次　長 総務課長 課　員 審　査 発議課長 班　長 課　長 起案者

摘
　
　
　
　
　
　
　
要

所　属　名
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□契約締結伺（3）

（Ａ４判）

款

項

目

節

細節

細細節

円円

円

円

円

円

契約締結伺（工事請負）

執行番号

予　　　算　　　科　　　目

決裁区分

年度

契　　約　　金　　額

消費税及び地方消費税額

支出負担行為
伺 額

契 約 額

契約保証金

工　　　期
年　　月　　日　　着工

年　　月　　日　　完成

予　算　残　額

納　　　付　　　額

根拠条項

契約方法

工事番号 第　　　　　　　　　号工事の名称

工 事 箇 所

会計名

年　　　月　　　日　　　　発議

年　　　月　　　日　　　　決議

起案者所属職氏名　　　　　 電話 （ ）

発議

課長

課

員

総務

課長

課

員

摘
　
　
　
　
　
　
要

管
理
者

債
　
権
　
者

住
　
所

氏
　
名

局
　
長

次
　
長
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様式第57号　総勘定元帳（第136条）

（Ａ４判）

総勘定元帳

年度　　　　　　事業会計

科目

月日 執行番号 摘　　　　　　　　要 借　　方 貸　　方 借貸 残　　高
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様式第81号の２　支払証書（第150条の２）

（Ａ４判）

支　払　証　書

支 払 方 法

年 度

執 行 番 号

支 払 場 所

支 払 内 容

内 訳 件 数

金 額

債 権 者

氏 名

発行（支払）年月日

支 払 証 書 番 号

所 属

円

年　　　月　　　日

上記の金額を上記の支払場所でこの支払証書と引換えに受領してください。 秋田県企業局

企業出納員　 印

領収書

上記の金額を領収しました。

年　　　月　　　日

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w

上記の金額の受領を　　　（住所）

（氏名） に委任しました。

年　　　月　　　日

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w

（注意事項）

１　この支払証書により現金を受領される方は、運転免許証など本人であることが確認できるもの

を持参してください。

２　受領する金額が30，000円以上で営業に関するものであるときは、領収書の所定の欄に印紙税法

に定める額の収入印紙を貼り、消印してください。

３　受領を委任するときは、委任状の欄に必要な事項を記入し、記名押印してくだい。

収入
印紙

納付書枚数

企業出納員確認
印

秋田県企業局出納
取 扱 金 融 機 関

印
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様
式
第
8
1
号
の
３
　
支
払
方
法
別
集
計
表
（
第
1
5
0
条
の
２
）

（
Ａ
４
判
）

支
払
方
法
別
集
計
表

会
　
計

電
気
事
業
会
計

緊
急

通
常

小
計

土
地
造
成
・
資
金
運
用
事
業
会
計

緊
急

通
常

小
計

観
光
施
設
事
業
会
計

緊
急

通
常

小
計

工
業
用
水
道
事
業
会
計

緊
急

通
常

小
計

合
　
計

緊
急

通
常

合
計

口
座
振
替
払

件
数

金
　
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

小
切
手
払（
納
付
書
）

件
数

金
　
額

小
切
手
払
（
現
金
）

件
数

金
　
額

口
座
振
替
払（
給
与
）

件
数

金
　
額

現
金
払
（
給
与
）

件
数

金
　
額

隔
　
地
　
払

件
数

金
　
額

現
金
払
（
窓
口
）

件
数

金
　
額

合
　
　
　
計

件
数

金
　
額

小
切
手
計

件
数

金
　
額

年
　
　
月
　
　
日
　
支
払

出
納
取
扱
金
融
機
関
　
様

秋
田
県
企
業
局
企
業
出
納
員
　
□ 印
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年度

支払方法別合計表

（ ）

年　　月　　日　支払

様式第81号の４　支払方法別合計表（第150条の２）

（Ａ４判）

会　　　　　　　　　　計

電気事業会計　　　　　　　　　　　　　　　小計

土地造成・資金運用事業会計　　　　　　　　小計

観光施設事業会計　　　　　　　　　　　　　小計

工業用水道事業会計　　　　　　　　　　　　小計

合　　　　　　　　　　計

件　　　数 金　　　　　額

円

備　　考
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様
式
第
八
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

43
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口座振替依頼書

出納取扱金融機関　様

振替指定日　　　年　　月　　日　　秋田県企業局企業出納員　□

様式第83号　口座振替書□（第152条）

（Ａ４判）

振　替　先　金　融　機　関

年　度 会計名 検　印 係　印 受　付

受取人氏名

小計

合計

振替金額

円

整理番号
金融機関名 支　店　名 種別 口座番号

印

（１）
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口座振替済通知書

秋田県企業局企業出納員　様

振替指定日　　　年　　月　　日　　　　　出納取扱金融機関　□

□口座振替書□

（Ａ４判）

振　替　先　金　融　機　関

年　度 会計名 検　印 係　印 受　付

受取人氏名

小計

合計

振替金額

円

整理番号
金融機関名 支　店　名 種別 口座番号

印

（２）
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附
　
則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十

五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
相
当
す
る
事
項
を
記

載
し
た
契
約
条
項
を
示
し
て
締
結
さ
れ
る
契
約
に
係
る
損
害
金
又
は
利
息
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百

二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
相
当
す
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
条
項
を
示
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約

に
係
る
損
害
金
又
は
利
息
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
　
根
津
谷
　
禮
　
蔵
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号

秋
田
県
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
電
気
事
業
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
電
気
事
業
法
第
五
十
条
の
二
第
二
項
の
使
用
前
自
主
検
査
、
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
溶

接
自
主
検
査
及
び
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
定
期
自
主
検
査
に
お
い
て
、
検
査
の
指
導
又
は

監
督
を
行
う
こ
と
。

第
十
五
条
中
「
知
事
が
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
処
置
す
る
」
を
「
措
置
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

46

（受取人）

〒

様

上記のとおり口座に振り込みましたので、お知らせし

ます。

秋田県企業局企業出納員

口座振替書□

（Ａ４判）

執　行　番　号

口座振替済通知書

振 替 年 月 日 年　　　月　　　日

振　替　金　額

金融機関名振
　
込
　
先

摘
要

支　店　名

種　　　別

口 座 番 号

備考　用紙の大きさは、縦10.0センチメートル、横14.8センチメートルとする。

（３）
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別
表
第
４
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
に
関
す
る
基
準
（
第
1
2
条
関
係
）

設備名水力

巡
　
　
　
　
　
視

機
器
設
備

頻
　
　
度

機
器
設
備

項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

頻
　
　
　
　
度

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

水
路
工
作
物

１
回
／
月

（
※
１
）

ダ
　
　
　
ム

貯
水
池
・

調
整
池

外
観
点
検

漏
水
量
測
定

揚
圧
力
測
定

変
形
測
定

浸
潤
線
測
定

予
備
動
力
・

作
動
点
検

外
観
点
検

堆 た
い

砂
状
況
総
容
量
1
0
0
万
k
以
上
で
高
さ
1
5
ｍ

以
上
の
ダ
ム
を
有
す
る
も
の

１
回
／
１
年

（
※
２
）

公
営
企
業
管
理
者
が
別
に

定
め
る
基
準
に
よ
る
。

（
※
３
）

公
営
企
業
管
理
者
が
別
に

定
め
る
基
準
に
よ
る
。

（
※
３
）

公
営
企
業
管
理
者
が
別
に

定
め
る
基
準
に
よ
る
。

（
※
３
）

公
営
企
業
管
理
者
が
別
に

定
め
る
基
準
に
よ
る
。

（
※
３
）

１
回
／
月

１
回
／
年

（
※
２
）

１
回
／
年

（
※
１
）

積
雪
等
に
よ
り
巡
視
が
困
難
な
場
合
（
通
行
止
め
、
雪
崩
の

危
険
性
）
で
、
地
質
、
地
形
、
巡
視
及
び
点
検
実
績
等
に
よ
り

公
衆
に
重
大
な
影
響
を
与
え
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
巡
視
を
延
期
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
※
２
）

地
質
、
地
形
及
び
点
検
実
績
簿
等
に
よ
り
、
公
衆
に
重
大
な

影
響
を
与
え
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
発
電
所

及
び
設
備
ご
と
の
特
性
を
考
慮
し
て
点
検
頻
度
を
減
少
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
※
３
）

河
川
管
理
者
が
管
理
す
る
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
河
川
管
理
者

の
定
め
に
よ
る
。

点
　
　
　
　
　
検
　
　
（
検
査
を
含
む
。
）
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発電設備

電
気
工
作
物

（
水
路
工
作

物
を
除
く
。）

２
回
／
月

（
※
１
）

水
　
　
　
路

水
車
発
電
機

主
要
変
圧
器

主
要
遮
断
器

外
部
点
検

内
部
点
検

水
圧
鉄
管

肉
厚
測
定

外
部
点
検

（
※
２
）

測
定
試
験

内
部
点
検

外
部
点
検

外
部
点
検

測
定
試
験

内
部
点
検

上
記
以
外
で
設
備
保
安
上
必
要
な
も

の露
出
管
で
2
0
年
以
上
経
過
し
た
も
の

必
要
の
都
度

１
回
／
年

（
※
２
）

１
回
／
３
年

（
※
２
）

１
回
／
６
年

（
※
４
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

１
回
／
1
2
年

（
※
３
）

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
４
）

１
回
／
３
年

（
※
４
）

１
回
／
６
年

（
※
５
）

（
※
４
）

測
定
結
果
等
に
よ
り
、
公
衆
に
重
大
な
影
響
を
与
え
な
い
と

判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
発
電
所
及
び
設
備
ご
と
の
特

性
を
考
慮
し
て
測
定
頻
度
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
※
１
）

巡
視
に
代
わ
る
監
視
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
発
電
所
又
は

無
保
守
を
前
提
と
し
た
小
水
力
発
電
所
で
、
電
気
工
作
物
の
損

壊
が
発
生
し
て
も
公
衆
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
発
電

所
等
指
定
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
公
営
企
業
管
理
者
が
別
に

定
め
る
。

（
※
２
）

水
車
の
外
部
点
検
は
、
抜
水
し
て
行
う
。

（
※
３
）

一
般
的
基
準
年
数
と
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
発
電
所
の

特
性
に
応
じ
公
営
企
業
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

（
※
４
）

□
ガ
ス
遮
断
器
等
公
営
企
業
管
理
者
が
指
定
す
る
も
の
は
、

１
回
／
６
年
と
す
る
。

□
並
列
用
遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
動
作
回
数
管
理
も
行
う
。

（
※
５
）

□
ガ
ス
遮
断
器
等
公
営
企
業
管
理
者
が
指
定
す
る
も
の
は
、

（
１
）

（
２
）

（
１
）
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変電設備送電設備配電設

電
気
工
作
物

電
気
工
作
物

電
気
工
作
物

２
回
／
月

（
※
１
）

１
回
／
３
月

（
※
１
）

１
回
／
年

主
要
変
圧
器

主
要
遮
断
器

支
持
物
・

電
線

碍 が
い

子

ケ
ー
ブ
ル

終
端
部

接
地
装
置

外
部
点
検

外
部
点
検

測
定
試
験

内
部
点
検

外
観
点
検

不
良
け
ん
す

い
碍 が
い子
検
出

外
観
点
検

測
定
試
験

鉄
塔
・
鉄
柱
・
線
路

木
柱
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
・
パ
ン
ザ

ー
マ
ス
ト
柱
・
線
路

Ｂ
種
接
地
抵
抗

１
回
／
３
年

１
回
／
３
年

（
※
２
）

１
回
／
３
年

（
※
２
）

１
回
／
６
年

（
※
３
）

１
回
／
５
年

１
回
／
４
年

１
回
／
５
年
又

は
１
回
／
1
0
年

（
※
２
）

１
回
／
３
年

１
回
／
５
年

１
回
／
1
2
年
と
す
る
。

□
並
列
用
遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
動
作
回
数
管
理
も
行
う
。

□
動
作
回
数
の
極
め
て
少
な
い
遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
公
営

企
業
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

（
※
１
）

巡
視
に
代
わ
る
監
視
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
変
電
所
で
、

特
に
指
定
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
公
営
企
業
管
理
者
が
別
に

定
め
る
。

（
※
２
）

ガ
ス
遮
断
器
等
公
営
企
業
管
理
者
が
指
定
す
る
も
の
は
、
１

回
／
６
年
と
す
る
。

（
※
３
）

□
ガ
ス
遮
断
器
等
公
営
企
業
管
理
者
が
指
定
す
る
も
の
は
、

１
回
／
1
2
年
と
す
る
。

□
動
作
回
数
の
極
め
て
少
な
い
遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
公
営

企
業
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

（
※
１
）

電
線
路
の
経
過
地
の
状
況
変
化
が
著
し
く
、
電
線
路
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
区
間
で
公
営
企
業
管
理
者
が
指
定
す

る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
１
回
／
月
と
す
る
。

（
※
２
）

過
去
の
碍 が
い子
検
出
実
績
を
考
慮
し
て
、
公
営
企
業
管
理
者
が

指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
回
／
1
0
年
と
す
る
。

（
２
）

（
３
）

（
１
）

（
２
）
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備電力用保安通信設備需要設備□
　
１
　
第
1
1
条
第
２
号
（
臨
時
の
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
）、
第
1
6
条
（
事
故
及
び
異
常
時
の
措
置
）
及
び
第
1
7
条
（
災
害
そ
の
他
非
常
時
の
措
置
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
上
記
の
巡
視
・
点
検
（
検

査
を
含
む
。
）
の
他
に
必
要
の
都
度
、
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
積
雪
期
又
は
災
害
発
生
時
等
巡
視
員
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
上
記
の
巡
視
の
頻
度
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

電
気
工
作
物

電
気
工
作
物

１
回
／
年

１
回
／
月

（
※
１
）

通
信
線
路
及

び
無
線
・
搬

送
装
置

主
要
機
器

電
路

測
定
試
験

外
部
点
検

測
定
試
験

測
定
試
験

１
回
／
３
年

１
回
／
２
年

１
回
／
４
年

１
回
／
２
年

（
※
１
）

電
路
・
低
圧
機
器
等
に
つ
い
て
は
１
回
／
２
年
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
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